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税務・法律相談室

　債権管理は、①債権の存在を示す文書の作成・受
領・保管②時効の管理③与信の管理④現実の回収方
法の確保の４つに分けて考えると分かりやすいと思い
ます。後編の今回は③と④についてお話しします。
●与信の管理
　与信の管理は、掛けでものを売る等の信用取引を始
める前に、取引の相手を調査し、付与できる信用（与信）
の限度を定め、これに応じた取引額を設定しておくこと
から始まります。その上で、取引中は、未収金残高に常に
注意し、これが上記設定額を超えた場合にはそれ以上
の掛け売りをしない。こうすることで、設定額を超えた
場合、取引の継続を望む相手に一度清算を求めることで
未収金の回収をしやすくなります。回収までできなくと
もそれ以上未収金が増大することを防ぎ、回収不能に
なった場合の損失を最小限にとどめることができます。
ここで未収金の清算に応じない相手との取引は停止す
るか現金取引に切替えます。何らかの理由で信用取引を
継続しなければならない場合には追加する与信枠に応
じた（追加）担保等の設定を求めることを検討します。
●多様な回収方法の確保
⑴　債務者の所有不動産への抵当権設定
　通常、任意の支払いに応じない債務者の財産から債
権を回収しようとする場合、判決等の債務名義を取得し
た上で強制執行の申立をしなければなりませんが、これ
には費用と時間を要します。
　しかし、あらかじめ、（根）抵当権を設定しておけば、
訴訟等で債務名義を取得する手続を経ずに競売の申立
をすることができ、費用も時間も節約できます。また、相
手が倒産した場合にも多くの場合、こうした（根）抵当権
の設定は有益なものになります。
⑵　第三者の財産からの回収

　支払遅滞の理由が債務者の経済的事情にある場合、
既に債務者に資力が残っていないことから、通常、債務
者本人からの回収は困難を極めます。
　もっとも、債権はあくまで債務者との関係での権利で
すので債務者以外の第三者に対し、債務の履行を当然
に請求することはできません。これは債務者が法人であ
る場合の代表者、自然人である場合の家族についても同
様です。
　そこで、債権者としては、取引の実情にあわせ、債務者
以外の第三者の財産からも債権回収をできるように、第
三者に連帯保証人になってもらったり、第三者の不動産に
（根）抵当権等の担保設定をしておく必要があります。
　こうした担保等を設定する場合には、第三者の資力や
不動産の価値を事前に調べ、いざというときの担保とし
て実効性のあるものにしておくことが大切です。また、連
帯保証人を付ける場合、保証人からあとで保証を否認さ
れることのないよう、身分証等で保証人本人であること
を確認し、保証人には面前で保証人欄に署名をもらい、
押印も実印を用いて印鑑証明書の添付を求めるのが無
難です。
⑶　その他の担保制度の検討
　現実には、事前の担保設定は難しいという場合もある
と思います。こうした場合、債権回収のための選択肢が
限定されることは否めません。ただ、汎用性や使い勝手
で抵当権等に比べて劣るものの、事前の担保設定がなく
ても法律上当然に認められる担保やその他の使える制
度もあります。
　例えば、商品を売ったけれど代金を払ってくれないと
いう場面では動産売買先取特権という権利が認めら
れ、売主は一定の法的手続を経ることで、他の債権者に
優先してその商品に関して代金等を回収できる場合があ
ります。実際には、同権利は、行使に時期的な制約があ
り、使える場面は限定されますが、利用できる事案では
有効に活用したい担保の１つです。
　ところで、この動産売買先取特権の行使の場面でも、
通常、契約書や納品書等の①で述べた基本書類等を整
備しておくことが重要な意味をもってきます。
　債権回収の場面では事案に応じて使える手段を個別
に検討するわけですが、このように、その前提として、こ
れまで2回にわたりお話ししてきた①～④の各点が大切
になってきます。
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中国地方都市へ観光キャンペーンに出かけよう

相談事例から見えてくる債権管理のポイント（後編）
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中国人観光客数の増加には目を見張るものがある。私の住んでいた江西省南
昌市では経済発展が目覚ましく、社員旅行で海外へ行く企業も出始めていた。し
かし残念なことに南昌市での沖縄の知名度は高くない。今後はこのような地方
都市にも目を向けて、沖縄の観光産業をさらに盛り上げて欲しいと願っている。
●観光番組で紹介されない沖縄
　2009年7～8月、南昌市で夏期日本語集中授業をし
ていたときの話である。市内の路線バスに乗っていて、
車内テレビにふと目をやると、日本の観光地を紹介す
る番組が放送されていた。沖縄が紹介されるのではな
いかと思い、それからは毎日、そのバスでテレビを見る
のが楽しみになった。結局、夏休み中見続けたが、他
府県の紹介しか放送されなかった。家にいるときにも、
たまにテレビで日本の旅行番組が放送され、家族みん
なでこれを見た。しかし、その内容もいつも他府県の紹
介ばかりであった。一緒に見ている妻からは「沖縄は
観光の島でしょう？どうしてテレビで紹介されないの？」
と聞かれたものだ。沖縄は観光立県であるということ
は、周知のことと思うが、路線バス車内や家のテレビで
流れている日本の観光紹介番組を見ている限り、観光
客誘致に関しては他府県に遅れを取っていると感じて
いる。
●数次ビザの恩恵を活用できているか
　日本では2009年7月に中国人個人観光客への査
証発給を開始し、2010年7月には査証発給要件が緩
和された。そして、2011年7月からは、中国人個人観
光客への数次ビザの発給がスタートしている。この数
次ビザは、１回目の訪問時に、沖縄に１泊以上滞在す
るのが条件の１つである。この数次ビザ発給により、沖
縄を訪問する中国人観光客の増加が期待されてい
る。しかし、数次ビザの恩恵に甘え「必ず沖縄を訪れて
くれる」と、のんびり構えていてはいけない。新しい観
光客の開拓やリピーターの増加に努めなければ発展
性がなく、多くは他府県へ流れていってしまうだろう。
さて中国における沖縄の認知度はどうだろうか。実は
まだまだ低いのが現状である。現地の高校生、大学生
に「沖縄を知っているか？」と聞いても、ほとんどの人は
知らない。また「琉球を知っているか？」と聞いても、

「台湾のことでは？」という答えが返ってくる。一方、沖
縄でも中国の有名な都市でなければ、私が住んでいた
南昌市のような内陸の地方都市はほとんど知られて
いないだろう。現地に住んでいると、観光客誘致のキャ
ンペーン事業も北京や上海等の大都市ばかりに目が
向けられて、内陸の地方都市は視界に入っていないよ
うに見える。しかし、実はそのような都市にも、沖縄を訪
れてくれる可能性の高い人々がとても多く住んでいる
のだ。
●地方都市にも多くのビジネスチャンスがある
　2010年の第６次全国人口普査によると南昌市の総
人口は約504万人で、そのうち約331万人が市区に集
中している。2010年頃から市内の大手デパートには
資生堂やＤＨＣの店舗が入りはじめ盛況を博しており、
市民の購買力の向上を実感できる。大学生の夏休み
のアルバイトでも、2007年には平均で1,000元（約
12,000円）にも満たなかった給料が、2011年9月に聞
いたときは平均1,500元（約18,000円）だった。業種
にもよるだろうが最近は、20代半ばでも1カ月で5,000
元前後（約6万円）の収入を得ている人もおり、30代で
マンションや自家用車を所有していることも珍しくな
い。これまでは、私のような外国人は現地の人たちより
も高い収入を得ていたが、最近では外国人よりも高い
収入を得ている中小企業経営者、自営業者も多い。彼
らは「裕福層」とまではいかないが、ある程度の収入と
財産がある。彼らを沖縄観光に誘致して、他の産業と
も関連したビジネスに繋げられればしめたものである。
そうなれば彼らは素晴らしいリピーターとなってくれる
だろう。
中国の内陸事情を把握することは難しいが、積極的に
各地の情報収集をしてチャンスをつかんでいかなけれ
ば、せっかくの数次ビザのような好条件も宝の持ち腐
れになってしまわないだろうか。
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